
豊田市文化芸術振興委員会について 

１ 設置の経緯 
平成１８年の教育基本法の改正に伴い、文化芸術の振興を総合的かつ計画的に推進し
ていくための指針として、平成２０年３月に「豊田市文化芸術振興計画」を策定。
計画の推進体制として豊田市文化芸術振興委員会を設置。 
【参考：計画の推移】
平成２０年度～平成２９年度【１０年】 豊田市文化芸術振興計画 
平成３０（２０１８）年度～令和７（２０２５）年度【８年】 第２次計画 
令和３年度末に第２次計画の中間見直し

２ 設置根拠 
  豊田市文化芸術振興委員会設置要綱 

※計画策定の根拠：文化芸術基本法 第七条の二 
  文化芸術推進基本法を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する 
計画を定めるよう努めるものとする。 

３ 開催頻度
年２回程度（計画策定の状況によっては年３回の場合あり） 

４ 委員名簿 
（敬称略・区分順）

新任・再任 氏  名 区  分 

新任 高北 幸矢 学識経験者

 高橋 秀治 学識経験者

藤田 雅也 学識経験者

石黒 秀和 文化関係者（演  劇） 

伊丹 靖夫 文化関係者（美  術） 

新任 磯村 美沙希 文化関係者（市民文化）

新任 鈴木 利恵 教育関係者

 中 佳子 市民公募

令和４年１０月２７日
文化芸術振興委員会
【 資 料 １ 】


